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名古屋市環境局資源循環推進課

廃棄物管理責任者制度・減量計画書について



１．廃棄物管理責任者制度について



廃棄物管理責任者とは

第24条 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの（以下、
「事業用大規模建築物」という。）の所有者は、（省略）
廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

・事業の用途に供される部分の延べ面積が

1,000㎡以上の建築物

・一つの建物であって、その建物内の小売業を

行うための店舗の用に供される床面積の

合計が500㎡を超える店舗

多量排出事業者事業用大規模建築物の所有者

・事業系一般廃棄物を年間36トン又は

月平均3トンを超えて、市の処理施設に

搬入する事業者

対象者



廃棄物管理責任者とは

時期具体例業務

年間を通じて実施

・廃棄物の種類・発生量・資源化量の把握
・現在の廃棄物の分別・処理体制の確認

廃棄物の実態把握

・ごみの減量と資源化に向けた計画の立案
・計画の進捗状況の管理

廃棄物の減量・資源化の
計画立案と進捗管理

・分別の種類・方法等の周知
・テナント会議や従業員研修会等の開催

従業員やテナント等への
指導・啓発

数年に1回
(再調査の場合はすぐ)

事業者環境推進員（本市職員）が実施する
立入調査への立会

立入調査の受入

毎年3～5月頃
・廃棄物管理責任者講習会の受講
・受講後アンケートへの回答

廃棄物管理責任者講習会
の受講

廃棄物管理責任者の業務



立入調査の流れ

事業者環境推進員より連絡

電話：（052）385-9912
時間：午前9時～午後4時

・事業系廃棄物減量計画書と
立入調査事項チェック表を
基に聞き取り

・ごみ置き場や設備の確認
※写真を撮影します

・発生抑制及び資源化の実施
状況の確認

・確認後の助言・指導、相談

見直し・改善の必要がある
場合のみ再調査実施

チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
例

古紙は可燃ごみに入れ
ず、資源として分別

してください！

事業者環境推進員 可燃ごみの中

全ての事業用大規模建築物で数年に１度立入調査を実施しています！

日程調整 立入調査
結果報告

（再調査依頼）



参考：テナントへの排出状況調査・啓発

希望される場合は立入調査の際にお声かけください！

古紙分別のアドバイス

• 資源化できる雑がみの分別状況の確認及び説明

• 分別ボックス設置の提案

生ごみ排出調査

• 発生量調査

• 食品ロス削減・資源化の案内

プラスチック削減の取組

• プラスチック削減に向けた取組の調査

本市の排出実態調査員が
テナントを個別に訪問し、

ごみ減量・資源化に
関する啓発を行います！

排出実態調査員



２．減量計画書・廃棄物管理責任者選任届について



廃棄物管理責任者の提出書類

※多量排出事業者は「多量廃棄物減量計画書」「多量廃棄物管理責任者選任(変更)届」

時期具体例業務

選任(変更)後
速やかに

選任(変更)された廃棄物管
理責任者の氏名、連絡先等

廃棄物管理責任
者選任(変更)
届出書 ※

毎年5月31日まで
・廃棄物減量の前年度実績
・廃棄物減量の計画

事業系廃棄物減
量計画書 ※

※収集業者は選任できません

廃棄物管理責任者の変更時に提出がないと、
本市からの案内が正しく送付できないおそれが
あります。必ず提出をお願いします！

第25条 事業用大規模建築物の所有者は、（省略）
事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、
当該計画書を市長に提出しなければならない。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例



減量計画書の書き方

インターネットで

または

○共有者又は管理組合の代表者

○建物を事実上占有して使用している方

〇建物の総合的な管理権限を委託されて

いる方

所有者

様式ダウンロードはこちら

名古屋市 減量計画書

建築物の所在地
建築物の名称



ばねばかりや体重計を利用してごみの重さを計量する

① 排出する際に計量する

一定期間のごみ量を種類ごとに計量し、年間のごみ量を推計する

※時期の変動の考慮が必要

② 一定期間計量し、ごみの排出状況を把握する

契約量を基に、排出するごみの種類の割合で按分し、推計する

③ 許可業者等との契約量から把握する

資源化物専門の資源回収業者が回収している場合は、回収業者からの

伝票等で把握する

④ 許可業者等から可能な範囲で報告をもらう

廃棄物・資源化物の量の把握方法



減量計画書の書き方（上段・実績）

発生量 ー ごみ処分量 ＝ 資源化量

ごみ処分量（ｔ）資源化量（ｔ）

発生量

黄色部分は様式（エクセル）では自動計算されます

・重量の単位はｔ（トン）で記入してください
・産業廃棄物は含まないでください

上記以外の
可燃ごみを記入
（資源化できない紙類、
文具、ゴム手袋など）

納品業者やベンダー回収の量も
できるだけ記入

産業廃棄物は含まない

令
和
7

生ごみを多量に
排出する場合に

記入

把握している
場合に記入

※テナントが複数入居している場合、個々の
テナントの合計量を記入してください



令
和
8

黄色部分は様式（エクセル）では自動計算されます

・重量の単位はｔ（トン）で記入してください
・産業廃棄物は含まないでください

発生量は増加していませんか？

ごみ処分量は増加していませんか？

資源化量は低下していませんか？

購入量は適正か
食品ロスの発生量は減らせないか

古紙（資源化できる紙類）がごみに

混入していないか

分別によって新たに資源化できる

品目はないか

減量計画書の書き方（下段・計画）

裏面も忘れずに記載してください！



提出方法

郵送 電子申請電子メール

送付先
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目１番１号
名古屋市 環境局 資源循環推進課

副本の返送が必要な場合

・書類２部
・返送用封筒

(返信先記載、切手貼付が
済んでいるもの)

名古屋市電子申請サービス

https://ttzk.graffer.
jp/city-nagoya

留意事項

・エクセル、ワード、PDFの
いずれかで提出してください

・受付時・承認時に受領連絡が
あります

・承認には数日～１か月程度
時間を要します

宛先
daikibo-
kanri@kankyokyoku.city.nagoya.lg
.jp

メール本文に記載する内容
提出者の所属、氏名、連絡先

留意事項

・管理対象の大規模建築物が

１件の方が対象です
・エクセル、ワード、PDFの

いずれかで提出してください
・受領連絡はありません

作成した書類を各１部 提出してください！（※副本の返送が必要な場合は郵送のみ）

https://ttzk.graffer.
mailto:kanri@kankyokyoku.city.nagoya.lg


提出方法

名古屋市電子申請
サービスにアクセスし

「減量計画書」で検索

※廃棄物管理責任者選任届を

出す場合もこれでOK!

こちらをクリック

下にスクロールすると
リンクが出てくるので
リンクをクリック

Grafferアカウントがある/
登録したい場合はこちら

Grafferアカウントがない
場合はこちら

申請受付メールが届いたら完了！

利用規約に同意し、
各項目を入力

書類は最大10件まで
アップロード可能

詳しくはこちら

電子申請の流れ



事業系ごみ処理の手引き
（廃棄物管理責任者の手引き）

参考資料
名古屋市HP
「『事業用大規模建築物』の所有
者・『多量排出事業者』の方へ」

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/1025
999/1026030/index.html

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/categor
y/38-2-12-0-0-0-0-0-0-0.html

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/1025
https://www.city.nagoya.jp/jigyou/categor

